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○

商
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
法
務
省
令
第
二
十
二
号
）

改

正

案

現

行

第
十
一
章

雑
則

第
十
一
章

雑
則

（
株
券
廃
止
会
社
の
株
主
名
簿
の
名
義
書
換
）

第
百
九
十
四
条

商
法
第
二
百
六
条
ノ
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
法
務
省
令

（
新
設
）

に
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

株
式
を
取
得
し
た
者
が
、
株
主
又
は
そ
の
一
般
承
継
人
に
対
し
て
名
義
書

換
の
意
思
表
示
を
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
確
定
判
決
を
得
て
請
求
を
し
た
と

き
。

二

株
式
を
取
得
し
た
者
が
、
株
主
が
名
義
書
換
の
意
思
表
示
を
す
る
旨
を
記

載
し
た
和
解
調
書
そ
の
他
前
号
の
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の

を
提
出
し
て
請
求
を
し
た
と
き
。

三

商
法
第
二
百
四
条
ノ
三
第
一
項
（
同
法
第
二
百
四
条
ノ
五
第
一
項
後
段
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
請
求
を
し
た
者
が
、
同
法
第
二
百
四

条
ノ
三
第
一
項
の
株
主
（
同
法
第
二
百
四
条
ノ
五
第
一
項
後
段
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
百
四
条
ノ
三
第
一
項
の
請
求
を
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
同

法
第
二
百
四
条
ノ
五
第
一
項
前
段
の
請
求
を
し
た
者
）
に
代
金
を
支
払
っ
た

こ
と
又
は
同
法
第
二
百
四
条
ノ
四
第
五
項
（
同
法
第
二
百
四
条
ノ
五
第
一
項

後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
代
金
の
支
払
が

あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
供
託
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
提
出
し
て

請
求
を
し
た
と
き
。
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四

株
式
を
取
得
し
た
者
が
、
株
主
の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
で
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
相
続
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
の
一
般
承
継
を
証
す
る
書
面

を
提
出
し
て
請
求
を
し
た
と
き
。

２

商
法
第
二
百
六
条
ノ
二
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
法
務
省
令
に
定
め
る
場

合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

株
式
会
社
が
、
株
式
交
換
又
は
株
式
移
転
に
よ
っ
て
完
全
子
会
社
（
商
法

第
三
百
五
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
完
全
子
会
社
を
い
う
。
）
と
な
っ
た

と
き
。

二

株
式
会
社
が
、
新
株
予
約
権
の
行
使
に
よ
り
、
又
は
第
三
百
五
十
六
条
前

段
、
第
三
百
七
十
四
条
ノ
十
九
前
段
若
し
く
は
第
四
百
九
条
ノ
二
前
段
の
規

定
に
よ
り
、
そ
の
有
す
る
自
己
の
株
式
を
移
転
し
た
と
き
。

三

株
式
会
社
が
、
商
法
第
二
百
二
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
二
百
二
十
条
ノ
六
第
一
項
、
第
二
百
四
十
五
条
ノ
二
第
一
項
本
文
、
第
二

百
四
十
五
条
ノ
五
第
三
項
、
第
三
百
四
十
九
条
第
一
項
、
第
三
百
五
十
五
条

第
一
項
（
第
三
百
七
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
三
百
五
十
八
条
第
五
項
、
第
三
百
七
十
四
条
ノ
三
第
一
項
（
同
法
第
三

百
七
十
四
条
ノ
三
十
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

三
百
七
十
四
条
ノ
二
十
三
第
五
項
、
第
四
百
八
条
ノ
三
第
一
項
若
し
く
は
第

四
百
十
三
条
ノ
三
第
五
項
又
は
有
限
会
社
法
第
六
十
四
条
ノ
二
第
一
項
の
請

求
を
し
た
株
主
に
対
し
て
代
金
を
支
払
っ
た
と
き
。

（
株
券
廃
止
会
社
の
新
株
予
約
権
原
簿
の
名
義
書
換
）

第
百
九
十
五
条

商
法
第
二
百
八
十
条
ノ
三
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第

（
新
設
）
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二
百
六
条
ノ
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
法
務
省
令
に
定
め
る
場
合
は
、
次

に
掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

新
株
予
約
権
を
取
得
し
た
者
が
、
新
株
予
約
権
者
（
商
法
第
二
百
八
十
条

ノ
十
九
第
一
項
に
規
定
す
る
新
株
予
約
権
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
又
は
そ
の
一
般
承
継
人
に
対
し
て
名
義
書
換
の
意
思
表
示
を
す

べ
き
こ
と
を
命
ず
る
確
定
判
決
を
得
て
請
求
を
し
た
と
き
。

二

新
株
予
約
権
を
取
得
し
た
者
が
、
新
株
予
約
権
者
が
名
義
書
換
の
意
思
表

示
を
す
る
旨
を
記
載
し
た
和
解
調
書
そ
の
他
前
号
の
確
定
判
決
と
同
一
の
効

力
を
有
す
る
も
の
を
提
出
し
て
請
求
を
し
た
と
き
。

三

新
株
予
約
権
を
取
得
し
た
者
が
、
株
主
の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人

で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
相
続
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
の
一
般
承
継
を
証
す

る
書
面
を
提
出
し
て
請
求
を
し
た
と
き
。

（
有
限
会
社
の
社
員
名
簿
の
名
義
書
換
）

第
百
九
十
六
条

有
限
会
社
法
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
二

(

新
設)

百
六
条
ノ
二
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
法
務
省
令
に
定
め
る
場
合
は
、
次
に

掲
げ
る
場
合
と
す
る
。

一

持
分
を
取
得
し
た
者
が
、
社
員
又
は
そ
の
一
般
承
継
人
に
対
し
て
名
義
書

換
の
意
思
表
示
を
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
確
定
判
決
を
得
て
請
求
を
し
た
と

き
。

二

持
分
を
取
得
し
た
者
が
、
社
員
が
名
義
書
換
の
意
思
表
示
を
す
る
旨
を
記

載
し
た
和
解
調
書
そ
の
他
前
号
の
確
定
判
決
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る
も
の

を
提
出
し
て
請
求
を
し
た
と
き
。
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三

有
限
会
社
法
第
十
九
条
第
五
項
後
段
（
同
条
第
七
項
後
段
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
二
百
四
条
ノ
三
第
一
項

の
請
求
を
し
た
者
が
、
有
限
会
社
法
第
十
九
条
第
三
項
の
社
員
（
同
条
第
七

項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第

二
百
四
条
ノ
三
第
一
項
の
請
求
を
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
有
限
会
社
法
第
十

九
条
第
七
項
前
段
の
請
求
を
し
た
者
）
に
代
金
を
支
払
っ
た
こ
と
又
は
有
限

会
社
法
第
十
九
条
第
五
項
後
段
（
同
条
第
七
項
後
段
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
二
百
四
条
ノ
四
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
代
金
の
支
払
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
供
託
を
し
た
こ
と
を
証

す
る
書
面
を
提
出
し
て
請
求
を
し
た
と
き
。

四

持
分
を
取
得
し
た
者
が
、
社
員
の
相
続
人
そ
の
他
の
一
般
承
継
人
で
あ
る

場
合
に
お
い
て
、
相
続
を
証
す
る
書
面
そ
の
他
の
一
般
承
継
を
証
す
る
書
面

を
提
出
し
て
請
求
を
し
た
と
き
。

２

有
限
会
社
法
第
二
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
二
百
六
条
ノ
二

第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
法
務
省
令
に
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

と
す
る
。

一

有
限
会
社
が
、
有
限
会
社
法
第
六
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
商

法
第
四
百
九
条
ノ
二
前
段
又
は
有
限
会
社
法
第
六
十
三
条
ノ
九
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
商
法
第
三
百
七
十
四
条
ノ
十
九
前
段
の
規
定
に
よ
り
そ
の
有

す
る
自
己
の
持
分
を
移
転
し
た
と
き
。

二

有
限
会
社
が
、
有
限
会
社
法
第
四
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第
二

百
四
十
五
条
ノ
二
第
一
項
本
文
、
有
限
会
社
法
第
六
十
三
条
第
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
商
法
第
四
百
八
条
ノ
三
第
一
項
、
有
限
会
社
法
第
六
十
三
条
ノ
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六
第
一
項
若
し
く
は
第
六
十
三
条
ノ
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
商
法
第

三
百
七
十
四
条
ノ
三
第
一
項
又
は
有
限
会
社
法
第
六
十
七
条
第
五
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
四
条
ノ
二
第
一
項
の
請
求
を
し
た
社
員
に
対
し
て

代
金
を
支
払
っ
た
と
き
。

（
株
券
喪
失
登
録
申
請
の
添
付
書
類
）

（
株
券
喪
失
登
録
申
請
の
添
付
書
類
）

第
百
九
十
七
条

（
略
）

第
百
九
十
四
条

（
略
）

（
債
権
者
保
護
手
続
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
に
関
す
る
事
項
）

（
債
権
者
保
護
手
続
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
に
関
す
る
事
項
）

第
百
九
十
八
条

（
略
）

第
百
九
十
五
条

（
略
）

（
届
出
の
手
続
）

（
届
出
の
手
続
）

第
百
九
十
九
条

（
略
）

第
百
九
十
六
条

（
略
）

（
計
算
書
類
の
用
語
及
び
様
式
の
特
例
）

（
計
算
書
類
の
用
語
及
び
様
式
の
特
例
）

第
二
百
条

（
略
）

第
百
九
十
七
条

（
略
）


